
  

　本工事は冠水センサーを設置するものです。当初、ボラード（車止め、歩道への進入を防止した
りする等の目的で設置される地面から突き出した杭）を利用した冠水センサーを計画していました
が、設置位置の検討や設置コストもかかることが課題となっていました。　
　再度検討した結果、下記推薦業者の冠水センサーであれば、東京電力パワーグリッド株式会社が
設置した電柱を利用し冠水センサーを設置することにより、工期の短縮、コストの削減が期待でき
ることがわかりました。また、本工事にあたっての電柱の使用に際し、東京電力パワーグリッド株
式会社の許可が必要となります。下記推薦業者は、東京電力パワーグリッド株式会社のグループ会
社として電柱の巡視・点検管理を行っており、電柱の使用許可申請等の手続き対応も迅速に行うこ
とが可能です。
　このため、本工事の契約の相手方として下記推薦業者が適任であると認められるため、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第６号により、随意契約とするものです。

冠水センサー設置工事

越谷市内

（８）概 要 冠水センサー設置　１１基

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東電タウンプランニング株式会社     

3,509,000 円(税込み)

令和５年１０月１１日から令和５年１２月２５日まで

東京都港区海岸１－１１－１

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5051000491契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本案件は、一般競争入札にて再度入札を実施しましたが、入札に付し落札者がなかったため不調
となったものです。
　そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がないとき、
又は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行いたします。
　なお、市内業者６者のうち、受注意欲があることを確認できた業者５者による見積合わせとする
ものです。

道路照明灯更新工事（市道１０６０号線外１路線）

越谷市大字船渡地内外

（８）概 要 道路照明灯撤去　　８基
道路照明灯柱更新　７基
電柱共架　　　　　１基

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 トバセ電気工事株式会社         

9,779,000 円(税込み)

令和５年１０月１８日から令和６年３月１５日まで

埼玉県越谷市砂原１８０－１

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5051000508契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本案件は、一般競争入札にて再度入札を実施しましたが、入札に付し落札者がなかったため不調と
なったものです。
そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がないとき、又
は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行いたします。
なお、応札のあった業者及び市内業者から受注意欲があることを確認できた業者６者による見積合
わせとするものです。

北部市民会館非常放送設備更新工事

越谷市大字恩間１８１番地１

（８）概 要 事務室内にある非常放送設備の更新を行う。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 三宝電業株式会社            

5,111,700 円(税込み)

令和５年１０月１９日から令和６年３月２２日まで

埼玉県越谷市蒲生西町２－２－１７－１

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5051000509契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

№ 001

契約番号： 5052000220

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建設コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業モニタリング業務委託

（３）場 所 越谷市蒲生旭町１番７５号外

（４）履 行 期 間 令和５年１０月２日から令和１０年３月３１日まで

（５）契 約 金 額 109,340,000 円(税込み)

（６）受 注 者 株式会社建設技術研究所         

         関東事務所

（７）受注者住所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

（８）概 要 ＜委託の大要＞
　本業務は、越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業について、事業者が実施する設計、建設・工事監
理、維持管理等に関する業務に対し、事業契約に定められた内容に基づき、適切に実施されること
を確認するためのもので、ＰＦＩ事業に関する第三者の高度な技術知識及び経験等によらなければ
目的の達成が困難な業務であるため、委託するものです。

（９）理 由 ＜特命理由＞
　本業務は、契約直後に履行が始まるため、越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業に関する知識を有
した上で、更に、ＰＦＩ事業に関する法務、財務等の幅広い知識と経験が必要となるなど、短期間
で事業内容を把握した上で対応することが求められる。
　このため、当該基本計画策定支援等業務及びアドバイザリー業務を通じて蓄積されてきた本事業
に関する知見がなければ、本業務を実現できないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号の規定により、当該基本計画策定支援等業務及びアドバイザリー業務を受注し、業務内容
に精通した株式会社建設技術研究所関東事務所と特命随意契約を締結するものです。



  

№ 002

契約番号： 5052000245

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立千間台小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市千間台西五丁目４番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月２日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立千間台小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立千間台小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するもので
あり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 003

契約番号： 5052000246

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立平方小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市大字平方２，７８４番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月２日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立平方小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立平方小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するものであ
り、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 004

契約番号： 5052000247

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立宮本小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市宮本町五丁目８５番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月２日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立宮本小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立宮本小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するものであ
り、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 005

契約番号： 5052000248

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立出羽小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市谷中町二丁目６９番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月２日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立出羽小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立出羽小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するものであ
り、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 006

契約番号： 5052000249

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立大沢北小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市大字大林５８０番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月１０日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立大沢北小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立大沢北小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するもので
あり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 007

契約番号： 5052000250

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立花田小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市花田四丁目１４番地１

（４）履 行 期 間 令和５年１０月１０日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立花田小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立花田小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するものであ
り、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 008

契約番号： 5052000251

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立大袋北小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市大字袋山５１５番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月１０日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立大袋北小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立大袋北小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するもので
あり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。



  

№ 009

契約番号： 5052000252

随意契約執行結果（公表用）

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

内容を公表いたします。

（１）種 別 建築コンサルタント（登録有）　

（２）件 名 越谷市立大間野小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託

（３）場 所 越谷市大間野町二丁目１１５番地

（４）履 行 期 間 令和５年１０月１７日から令和６年３月２５日まで

（５）契 約 金 額 2,420,000 円(税込み)

（６）受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

（７）受注者住所 埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

（８）概 要 委託の大要：
・越谷市立大間野小学校屋内運動場空調設備設置工事の監理業務を委託する。
委託の理由：
本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

（９）理 由 　本業務は、「越谷市立大間野小学校屋内運動場空調設備設置工事」の工事監理を委託するもので
あり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。
　本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。


